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－乗り合わせ時の保険に関して－ 

 

大会および遠征時の「乗り合わせ」に関して、クラブ側より保護者の皆様に車両を出し

て頂ける方の車検証および自動車保険証（任意保険）のコピーの提出を 2018 年 6 月より

お願いをしております。理由は不測の事態が発生する前に保険内容を確認することを目的

としております。入団手続きおよび継続手続きの書面において「請求範囲」を明記してお

りますが、それだけでは手続きとして不十分ではないか？とのアドバイスを弁護士より頂

き、保護者の皆様におかれましては大変にお手を煩わせることになりますが、上記車両の

車検証および保険証の「確認」をさせて頂いております。 

しかしながら、自動車保険（任意保険）の内容に関してクラブ側としても十分な理解が

されていない箇所がありましたので、以下にクラブの見解をお知らせさせていただくこと

となりました。 

 今回、自動車保険（任意保険）について理解するために保険会社（代理店）に確認をし

ました。問い合わせた保険会社は三井住友海上および損保ジャパンとなります。自動車保

険では様々な種類の保険プランがありますが、今回は「対人賠償保険」「搭乗者傷害保険」

および「人身傷害補償保険」について確認をしました。 

事故の想定条件は、ある保護者の車両に他の保護者の子ども（A 選手）が搭乗し、自損事

故において他の保護者の子ども（A 選手）が死亡したというケースです。まず、大事なポイ

ントは、「対人賠償保険」が使えるのかどうかという点です。よく会話の中で「対人無制限

だよね。」という会話があると思いますが、この対人を指すのが「対人賠償保険」です。通

常この保険適用金額は「無制限」になっていると思います。 

結論から言うと、私が保険会社の代理店（2 社）から頂いた回答は、上記の事故の想定条

件下で「対人賠償保険」は問題なく使えるということでした。対人賠償は簡単に言うと他
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人に対する賠償なので搭乗している人にも適用されるということです。ただし運転者の家

族は不適用となります。 

 次に、「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償保険」の違いについても確認をしました。「人

身傷害補償保険」のほうが「搭乗者傷害保険」より保険適用が手厚いようなので、現在で

は「搭乗者傷害保険」から「人身傷害補償保険」へと移行しているとのことです。 

 今まで搭乗者に対する保険は「搭乗者傷害保険」という固定概念が僕自身ありましたが、

どうやらそれとて間違っていたようです。この点は猛省をしなくてはいけません。猛省す

る点は心のどこかで「保険に入っている事実だけを確認すれば良し。」という甘い考えがあ

ったと認識せざるを得ないからです。 

 とはいうものの、事故の発生状況や過失割合などなど。実際に事故がどのように発生す

るのかを仮定することは不可能です。しかしながら、最悪のケースを想定した場合の保険

適用が少なからず問題がないということの確認をすることは非常に大事であると考えます。

この度、保護者の方々からの様々なご意見を頂戴しながら、不確定要素の確認ができたこ

とは遅まきながら良かったとも感じております。 

 次に、「人身傷害補償保険」についての補足をしたいと思います。「人身傷害補償保険」

は端的に言うと運転手自身およびその家族に対する保険ですが、通常、3 千万もしくは 5

千万限度の加入が多いようです。できましたら「人身傷害補償保険」も無制限にして頂け

ると、運転者ご自身およびご家族の補償も手厚くなりますのでご検討頂けましたら幸いで

す。 

 さらに保険会社によっては「弁護士特約」というものがあります。日本国内の任意保険

加入は 10 台中 2 台は未加入という現実があり、事故を起こされた側（例えば保護者側）に

過失がなければ、いくら保険に加入していても保険会社が動いてくれないというケースも

あるようです。その時は弁護士が保険会社にかわって示談交渉をしてくれるという特約に

なっております。 

 いずれにしろ、車両を出して頂く保護者の皆様には大きな気苦労をお掛けしている事実

に変わりはないことは、クラブとしても十二分に理解しております。さりとて、大会・遠

征ごとにマイクロバスをチャーターすることも現実には不可能ですので、結局、保護者の

皆様方の善意に頼らざるを得ないということに変わりはありません。この点は本当に申し

訳なくまた、お力添えを頂けることに心より感謝しております。 

 最後になりますが、この文章を皆様にお伝えするにあたり、本件事案の信憑性について

疑いをもたれる方もいらっしゃいますので、その場合はご家庭で加入している自動車保険

（任意保険）の会社にてご確認をしていただけますようお願いいたします。 
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（参考までに、三井住友海上の保険の対人賠償保険に関する約款の抜粋を添付させて頂き

ます。） 

 万が一、ある保険会社の対人賠償保険が無制限であっても、今回の想定ケースである搭

乗者（A 選手）に保険適用ができない場合は、乗り合わせ時の車両提供をご遠慮していただ

けたらと考えております。 

 常日頃、保護者の皆様方にはお願いごとが多く精神的なご負担もあろうかと存じますが、

クラブとしても様々な事案に関して真摯に向き合っていきたいと考えておりますので、今

後とも当クラブの運営にますますのお力添えを頂けましたら、子どもたちのサッカー環境

が量・質ともに高まるのではないかと信じております。 

 今後とも皆様方のお力添えを頂けます様お願い申し上げます。 

 

以 上 

 






